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確定給付企業年金・企業年金連合会間における通算措置に係る業務の取扱いについて 

 

 

当連合会の事業運営につきましては、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 確定拠出年金法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第６６号）の一部が平成３０年

５月１日に施行されることに伴い、「確定給付企業年金・企業年金連合会間における通算措

置に係る業務の取扱いについて（平成２６年３月３１日企年連発第１３７号の２）」が別添

の通り変更されます。  

移換時に「算定基礎期間の開始日・終了日」の項目を追加、和暦表示から西暦表示への変

更、及び前記に伴う様式の変更等が対象となります。 

なお、和暦表示から西暦表示への変更につきましては、当面の間、和暦表示での移換通知

等にも対応させていただきます。 

また、変更される様式につきましては、様式第１０号、様式第１１号及び同様式付表、様

式第１２号及び同様式の２、様式第１３号、様式第１４号及び同様式付表、様式第１５号、

様式第１６号及び同様式付表、様式第１７号及び同様式付表、並びに様式第１８号となりま

す。 

平成３０年４月１７日(平成３０年５月通知分)から使用する新様式は連合会ホームページ

で掲載いたしますのでダウンロードしてご利用ください。 

なお、様式第１０号の新様式での対応ができない場合は、平成３０年１１月末までは、過

渡期対応として旧様式（様式第１０号）を一部変更してご利用いただけるよう対応いたしま

す。 

 ご記入方法等につきましては「新様式とＣＤ－Ｒによる移換通知の手続き」の資料をご

参照のうえご利用ください。



 

別添 

確定給付企業年金・企業年金連合会間における通算措置に係る業務の取扱い 

 

第１ 確定給付企業年金の登録及び変更に関する事項 

 

確定給付企業年金実施事業所の事業主又は企業年金基金（以下「事業主等」という。）

は、原則として、連合会からの積立金及び年金給付等積立金等の移換の可否並びに当該

移換の申出方法等について、「登録届兼変更届（確定給付企業年金）（様式第１８号）」

により連合会への登録を行うこと。なお、規約型企業年金であって複数の実施事業所の

事業主が共同で確定給付企業年金を実施する場合は、代表となる事業主が行うこと。  

また、登録した内容に変更があった場合は、速やかに「登録届兼変更届（確定給付企

業年金）（様式第１８号）」に変更のあった項目の内容を記入し、右の変更箇所欄に「○」

を付して連合会に提出すること。 

 

第２ 確定給付企業年金から連合会へ脱退一時金相当額を移換する場合の業務の取扱い

に関する事項 

 

１ 脱退一時金相当額の移換申出 

確定給付企業年金の中途脱退者は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のため

の厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成２５年法律第６３号。以下「平成２

５年改正法」という。）附則第４６条の規定に基づき企業年金連合会（以下「連合会」

という。）への脱退一時金相当額の移換申出を行う場合は、事業主等に対して脱退一

時金相当額の移換の申出を行い、当該申出を受けた事業主等は、「中途脱退者脱退一

時金相当額移換通知書（確定給付企業年金）（様式第１０号）」（以下「移換通知書」

という。）により、脱退一時金相当額の移換申出があった旨の通知（以下「移換通知」

という。）を連合会に行うこと。  

なお、記録媒体により連合会へ通知する場合は、記録媒体用の移換通知書に移換申

出に係る記録を収録した記録媒体を添えて行うこと。 

 

２ 脱退一時金相当額の移換申出があった旨の通知の時期 

脱退一時金相当額の移換申出を受けた事業主等は、原則として、確定給付企業年金

の中途脱退者が加入者の資格を喪失した日から起算して１年を経過する日の翌日以後

最初に到来する１５日までに連合会に移換通知を行うこと。 

 

３ 中途脱退者脱退一時金相当額移換通知受理書の送付 

連合会は、脱退一時金相当額の移換申出があった確定給付企業年金の中途脱退者に

ついて、移換通知を受けた日の属する月の翌月上旬（移換通知を受けた日が１６日以

降の場合は、翌々月上旬）までに、「中途脱退者脱退一時金相当額移換通知受理書（様

式第１１号）」及び「中途脱退者脱退一時金相当額移換通知受理書（様式第１１号付
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表）」を、当該移換通知を行った事業主等に送付する。 

 

４ 脱退一時金相当額の移換 

確定給付企業年金の資産管理運用機関又は企業年金基金は、「中途脱退者脱退一時

金相当額移換通知受理書」に基づき、当該受理書を受けた日の属する月の末日までに、

脱退一時金相当額を連合会に移換すること。 

 

５ 確定給付企業年金の中途脱退者への通知 

連合会は、脱退一時金相当額の移換を受けた確定給付企業年金の中途脱退者に対し、

脱退一時金相当額の移換を受けた旨を記載した通知書を、移換を受けた日の属する月

の翌月上旬までに送付する。 

 

第３ 終了した確定給付企業年金から連合会へ終了制度加入者等に分配すべき残余財産

を移換する場合の業務の取扱いに関する事項 

 

１ 残余財産の移換申出 

終了制度加入者等は、平成２５年改正法附則第４７条の規定に基づき連合会への残

余財産の移換申出を行う場合は、終了した確定給付企業年金の清算人（以下「清算人」

という。）に対して残余財産の移換の申出を行い、当該申出を受けた清算人は、「終

了制度加入者等残余財産移換通知書（様式第１６号）」及び「終了制度加入者等残余

財産移換通知書（様式第１６号付表）」により、残余財産の移換申出があった旨を、

連合会へ通知すること。 

 

２ 終了制度加入者等残余財産移換通知受理書の送付 

連合会は、残余財産の移換申出があった終了制度加入者等について、清算人から当

該移換申出があった旨の通知を受けた日の属する月の翌月上旬（通知を受けた日が１

６日以降の場合は、翌々月上旬）までに、「終了制度加入者等残余財産移換通知受理

書（様式第１７号）」及び「終了制度加入者等残余財産移換通知受理書（様式第１７

号付表）」を、当該通知を行った清算人に送付する。 

 

３ 残余財産の移換 

終了した確定給付企業年金の資産管理運用機関又は企業年金基金は、「終了制度加

入者等残余財産移換通知受理書」に基づき、当該受理書を受けた日の属する月の末日

までに、残余財産を連合会に移換すること。 

 

４ 終了制度加入者等への通知 

連合会は、残余財産の移換を受けた終了制度加入者等に対し、残余財産の移換を受

けた旨を記載した通知書を、移換を受けた日の属する月の翌月上旬までに送付する。 
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第４ 連合会から確定給付企業年金へ積立金等を移換する場合の業務の取扱いに関する

事項 

 

連合会が給付の支給に関する義務を負っている確定給付企業年金の中途脱退者、終了

制度加入者等、厚生年金基金の中途脱退者及び解散基金加入員（以下これらを総称して

「中途脱退者等」という。）に係る確定給付企業年金への平成２５年改正法附則第５８

条第１項に規定する積立金又は同法附則第５５条第１項に規定する年金給付等積立金

等（以下これらを総称して「積立金等」という。）の移換に関する業務の取扱いについ

ては、次によること。 

 

１ 積立金等の移換申出 

（１） 事業主等が、前記第１の登録時に「事業主又は基金が中途脱退者の申出を取り

まとめて連合会に申出をする」（以下「確定給付企業年金申出」という。）を選

択している場合 

中途脱退者等は、「中途脱退者等積立金、年金給付等積立金等移換申出書」（任

意様式）により事業主等に対して申出を行い、当該申出を受けた事業主等は、「中

途脱退者等積立金、年金給付等積立金等移換申出書（確定給付企業年金）（様式第

１２号）」を作成し、連合会に積立金等の移換申出を行うこと。 

 

（２） 事業主等が、前記第１の登録時に「中途脱退者が直接連合会に申出をする」（以

下「本人申出」という。）を選択している場合 

中途脱退者等は、「中途脱退者等積立金、年金給付等積立金等移換申出書（本人

申出）（様式第１２号の２）」により、連合会に積立金等の移換申出を行うこと。 

 

２ 積立金等の移換申出の時期 

（１） 事業主等が、前記第１の登録時に「確定給付企業年金申出」を選択している場

合 

中途脱退者等は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した日から起算して３

月を経過する日までに積立金等の移換申出を事業主等に行い、当該事業主等はその

申出があった日の翌日以後最初に到来する１５日までに連合会に申出を行うこと。 

 

（２） 事業主等が、前記第１の登録時に「本人申出」を選択している場合 

中途脱退者等は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した日から起算して３

月を経過する日までに連合会に積立金等の移換申出を行うこと。 

 

３ 連合会から事業主等への移換申出 

連合会は、事業主等又は中途脱退者等から前記１の申出があった場合は、当該申出

を受けた日の属する月の翌月上旬（当該申出を受けた日が１６日以降の場合は、翌々

月上旬）までに、「中途脱退者等積立金、年金給付等積立金等移換申出書（確定給付
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企業年金分）（様式第１３号）」により、当該中途脱退者等が加入者の資格を取得し

た確定給付企業年金の事業主等に積立金等の移換を申し出る。 

 

４ 積立金等の移換 

連合会は、「中途脱退者等積立金、年金給付等積立金等移換申出書（確定給付企業

年金）（様式第１２号）」又は「中途脱退者等積立金、年金給付等積立金等移換申出

書（本人申出）（様式第１２号の２）」に基づき、前記３の申出を行った日の属する

月の末日までに、積立金等を当該確定給付企業年金の資産管理運用機関又は企業年金

基金に移換する。 

 

第５ 移換通知の取消又は訂正に関する事項 

連合会への移換通知の取消又は訂正については、次によること。 

 

１ 移換通知の取消又は訂正 

確定給付企業年金は、移換通知の内容について取消又は訂正があった場合は、「中

途脱退者脱退一時金相当額移換通知取消・訂正届（様式第１４号）」及び「中途脱退

者脱退一時金相当額移換通知取消・訂正届（様式第１４号付表）」により連合会へ届

け出ること。 

 

２ 取消に伴う脱退一時金相当額の返還 

連合会は、確定給付企業年金から移換通知の取消の届出が行われた場合は、当該移

換通知に基づき既に移換を受けた脱退一時金相当額から移換時に適用された連合会規

約別表第１０に規定する事務費の額を控除して得た額（以下「返還脱退一時金相当額」

という。）を当該確定給付企業年金に返還する。 

なお、脱退一時金相当額の移換を受けた日から６月を経過した後に、取消による返

還脱退一時金相当額の返還を行う場合は、当該返還脱退一時金相当額に利息を加算し

た額を返還する。 

当該利息に相当する額は、既に移換を受けた脱退一時金相当額から当該移換時に適

用された連合会規約第６０条に規定する事務費の額（以下「事務費の額」という。）

を控除した額（千円未満切捨て）に、移換時に適用された連合会規約別表第１３に規

定する予定利率及び脱退一時金相当額の移換を受けた日の属する月の翌月から取消に

より返還脱退一時金相当額を返還する日の属する月までの月数を乗じて得た数を１２

で除し、１円未満四捨五入して得た額とする。 

 

３ 訂正に伴う脱退一時金相当額の調整 

連合会は、確定給付企業年金から脱退一時金相当額の訂正の届出が行われた場合は、

脱退一時金相当額の調整を行う。その場合は、既に移換を受けた脱退一時金相当額と

訂正後の脱退一時金相当額との差額を当該確定給付企業年金に返還し又は当該確定給

付企業年金からその移換を受ける。 
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なお、脱退一時金相当額の移換を受けた日から６月を経過した後に、訂正により脱

退一時金相当額の調整を行う場合は、既に移換を受けた脱退一時金相当額と訂正後の

脱退一時金相当額との差額に利息を加算した額を返還し又は移換を受ける。 

当該利息に相当する額は、既に移換を受けた脱退一時金相当額から事務費の額を控

除して得た額と訂正後の脱退一時金相当額から訂正後の事務費の額を控除して得た額

との差額（千円未満切捨て）に、当該移換時に適用された連合会規約別表第１３に規

定する予定利率及び脱退一時金相当額の移換を受けた日の属する月の翌月から調整を

行うこととなる日の属する月までの月数を乗じて得た数を１２で除し、１円未満四捨

五入して得た額とする。 

 

４ 調整通知書の送付 

連合会は、前記２により脱退一時金相当額を返還する場合又は前記３により脱退一

時金相当額を調整する場合にあっては、当該返還先又は調整先である確定給付企業年

金に対し、「中途脱退者脱退一時金相当額調整通知書（様式第１５号）」を取消又は

訂正の届出を受けた日の属する月の翌月上旬（届出を受けた日が１６日以降の場合は、

翌々月上旬）までに送付する。 

 

５ 脱退一時金相当額の返還又は調整の時期 

連合会又は確定給付企業年金は、前記４の「中途脱退者脱退一時金相当額調整通知

書」に基づき、返還先又は調整先である確定給付企業年金がその通知を受けた日の属

する月の末日までに脱退一時金相当額の返還又は調整を行う。 

 

６ 複数の確定給付企業年金等より脱退一時金相当額等の移換又は交付を受けている

者に係る取消に関する取扱い 

複数の確定給付企業年金、厚生年金基金、終了した確定給付企業年金及び解散した

厚生年金基金より脱退一時金相当額又は残余財産（以下「脱退一時金相当額等」とい

う。）の移換又は交付を受けている者について、連合会規約第４９条第３項の規定が

適用されていない通算企業年金に係る脱退一時金相当額等の移換通知又は交付申出に

対して取消の届出があった場合、同項の規定が適用されている通算企業年金のうち、

当該取消により同項の規定が適用されないこととなる通算企業年金の額及び当該通算

企業年金に係る脱退一時金相当額等から控除する事務費の額については、同項の規定

の適用がなかったものとして計算し得られた額とする。 

 

第６ 経過措置  

平成２５年改正法附則第６３条に規定する申出並びに同法附則第６２条第２項及び

第６４条第１項に規定する申出の取扱いについては、当該申出に係る廃止前の「確定給

付企業年金・企業年金連合会間における通算措置に係る業務の取扱いについて（平成２

３年３月３１日 企年連発第９６号）の別添「確定給付企業年金・企業年金連合会間に

おける通算措置に係る業務の取扱い」の規定は、なおその効力を有する。 
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様式第10号

中途脱退者脱退一時金相当額移換通知書（確定給付企業年金）

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則
 第46条第1項の規定により、下記の中途脱退者から脱退一時金相当額の企業年金連合会への移換の申出を受けましたので
 通知します。

西暦　　　年　　月　　日
事業主又は企業年金基金の名称及び所在地

代表者又は理事長名

企業年金連合会理事長殿
記

〒 －

〒 －

〒 －

〒 －

(※)脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間

円

男 01

女 02

資格喪失
年月日

（西暦）

資格喪失
年月日

（西暦）

資格喪失
年月日

（西暦）

円円
算定基礎
期間(※)

ケ月

資格喪失
年月日

（西暦）

本人拠出相当額

算定基礎期間(※)
の開始日（西暦）

算定基礎期間(※)
の終了日（西暦）

円
算定基礎
期間(※)

性
別

円ケ月 本人拠出相当額

算定基礎
期間(※)

ケ月円

男 01

女 02

算定基礎期間(※)
の開始日（西暦）

算定基礎期間(※)
の開始日（西暦）

算定基礎期間(※)
の終了日（西暦）

算定基礎
期間(※)

ケ月

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

男 01

女 02

規約番号又は基金番号 件数

基礎年金
番号

性
別

（

西
暦
）

生
年
月
日

男 01

女 02

住所

脱退一時金相当額 円円 本人拠出相当額

基礎年金
番号

住所

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

性
別

（

西
暦
）

生
年
月
日

基礎年金
番号

脱退一時金相当額

住所

性
別

（

西
暦
）

生
年
月
日

算定基礎期間(※)
の開始日（西暦）

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

算定基礎期間(※)
の終了日（西暦）

脱退一時金相当額

基礎年金
番号

本人拠出相当額

住所

氏名

（

西
暦
）

生
年
月
日

ﾌﾘｶﾞﾅ

脱退一時金相当額

算定基礎期間(※)
の終了日（西暦）

 



 

　公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を

改正する法律(平成25年法律第63号) 附則第46条第1項の規定により、中途脱退者

から脱退一時金相当額の企業年金連合会への移換の申出（ 件）を

西暦 年 月 日

規約番号又は基金番号
第 号

事業主又は企業年金基金の名称及び所在地

代表者又は理事長名

企業年金連合会理事長殿

様式第10号

中途脱退者脱退一時金相当額移換通知書

（確定給付企業年金：記録媒体用）

受けましたのでＦＤ又はＣＤ－Ｒを添えて通知します。



 

様式第１１号 

 

 

 

中途脱退者脱退一時金相当額移換通知受理書 

 

 

 

 

 

 

確定給付企業年金事業主 殿 

企業年金基金理事長 殿 

 

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する

法律（平成２５年法律第６３号）附則第４６条第１項の規定により、脱退一時金相当額

の移換の申出のあった中途脱退者に係る移換通知書を受理しましたので、下記の脱退一

時金相当額を本月末日までに企業年金連合会に移換してください。 

 

記 

 

規約番号又は基金番号        号      年   月通知分 

項目 

性別 
件  数 移換時年金額（円） 

脱退一時金相当額（円） 

（うち、事務費）（円） 

男 子 

 

 

 

  

 

（         ） 

女 子 

 

 

 

  

 

（         ） 

合 計 

 

 

 

  

 

（         ） 

 

 

      年   月   日 

 

企業年金連合会 

理事長 

 



 

 



 

 

様式第12号

中途脱退者等積立金、年金給付等積立金等移換申出書（確定給付企業年金）

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成25年法律第63号）
附則第58条第１項又は第55条第１項の規定により、下記の者から企業年金連合会から確定給付企業年金への積立金及

び年金給付等積立金等の移換の申出を受けましたので申し出ます。

西暦　　　年　　月　　日

事業主又は企業年金基金の名称及び所在地

代表者又は理事長名

企業年金連合会理事長殿

記

男01

女02

男01

女02

資格取得年月日
（西暦）

移換区分
氏　名

生年月日
（西暦）

男01

女02

件数

基礎年金番号
ﾌﾘｶﾞﾅ

性別

　1　全ての資産を移換する
　2　厚生年金基金由来の資産のみ移換する
　3　確定給付企業年金由来の資産のみ移換する

規約番号又は基金番号

　1　全ての資産を移換する
　2　厚生年金基金由来の資産のみ移換する
　3　確定給付企業年金由来の資産のみ移換する

男01

女02

　1　全ての資産を移換する
　2　厚生年金基金由来の資産のみ移換する
　3　確定給付企業年金由来の資産のみ移換する

男01

女02

　1　全ての資産を移換する
　2　厚生年金基金由来の資産のみ移換する
　3　確定給付企業年金由来の資産のみ移換する

男01

女02

　1　全ての資産を移換する
　2　厚生年金基金由来の資産のみ移換する
　3　確定給付企業年金由来の資産のみ移換する

男01

女02

　1　全ての資産を移換する
　2　厚生年金基金由来の資産のみ移換する
　3　確定給付企業年金由来の資産のみ移換する

男01

女02

　1　全ての資産を移換する
　2　厚生年金基金由来の資産のみ移換する
　3　確定給付企業年金由来の資産のみ移換する

　1　全ての資産を移換する
　2　厚生年金基金由来の資産のみ移換する
　3　確定給付企業年金由来の資産のみ移換する

男01

女02

　1　全ての資産を移換する
　2　厚生年金基金由来の資産のみ移換する
　3　確定給付企業年金由来の資産のみ移換する

男01

女02

　1　全ての資産を移換する
　2　厚生年金基金由来の資産のみ移換する
　3　確定給付企業年金由来の資産のみ移換する

 



 

 

様
式

第
1
2
号

の
2

２
．

企
業

年
金

連
合

会
か

ら
確

定
給

付
企

業
年

金
へ

移
換

す
る

年
金

給
付

等
積

立
金

等
（

厚
生

年
金

基
金

分
）

、
積

立
金

（
確

定
給

付
企

業
年

金
分

）
の

選
択

に
つ

い
て

（
１

）
年

金
給

付
等

積
立

金
等

（
厚

生
年

金
基

金
分

）
の

移
換

に
つ

い
て

様
い

ず
れ

か
一

方
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
。

（
＊

厚
生

年
金

基
金

が
複

数
の

場
合

に
、

そ
の

一
部

を
移

換
す

る
こ

と
は

で
き

ま
せ

ん
。

）

移
換

す
る

（
　

　
　

）
移

換
し

な
い

（
　

　
　

）

申
出

年
月

日

企
業

年
金

連
合

会
か

ら
確

定
給

付
企

業
年

金
へ

移
換

で
き

る
年

金
給

付
等

積
立

金
等

（
厚

生
年

金
基

金
分

）

企
業

年
金

連
合

会
理

事
長

　
殿

(Ａ
)

(Ｂ
)

年
　

　
月

　
　

日
～

　
　

年
　

　
月

　
　

日
円

記

1
.　

基
本

項
目

(フ
リ

ガ
ナ

)

合
計

円

（
２

）
積

立
金

（
確

定
給

付
企

業
年

金
分

）
の

移
換

に
つ

い
て

い
ず

れ
か

一
方

に
○

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。

性
別

（
＊

確
定

給
付

企
業

年
金

が
複

数
の

場
合

に
、

そ
の

一
部

を
移

換
す

る
こ

と
は

で
き

ま
せ

ん
。

）

(フ
リ

ガ
ナ

)
移

換
す

る
（

　
　

　
）

移
換

し
な

い
（

　
　

　
）

〒
　

　
　

－

企
業

年
金

連
合

会
か

ら
確

定
給

付
企

業
年

金
へ

移
換

で
き

る
積

立
金

（
確

定
給

付
企

業
年

金
分

）

(C
)

(D
)

加
入

し
て

い
る

確
定

給
付

企
業

年
金

（
移

換
先

）

の
規

約
番

号
又

は
基

金
番

号
（

6
桁

）
年

　
　

月
　

　
日

～
　

　
年

　
　

月
　

　
日

円

加
入

し
て

い
る

確
定

給
付

企
業

年
金

（
移

換
先

）

の
名

称

上
記

の
確

定
給

付
企

業
年

金
（

移
換

先
）

の

加
入

者
の

資
格

を
取

得
し

た
年

月
日

合
計

円

※
平

成
2
5
年

改
正

法
・

・
・

公
的

年
金

制
度

の
健

全
性

及
び

信
頼

性
の

確
保

の
た

め
の

厚
生

年
金

保
険

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平

成
2
5
年

法
律

第
6
3
号

）

企
業

年
金

連
合

会
が

(C
)欄

の
確

定
給

付
企

業
年

金
か

ら
引

き
継

い
だ

脱
退

一
時

金
相

当
額

等
の

算
定

基
礎

期
間

等
の

開
始

日
及

び
終

了
日

企
業

年
金

連
合

会
か

ら
確

定
給

付
企

業
年

金
へ

移
換

で
き

る
積

立
金

の
額

（
概

算
）

企
業

年
金

連
合

会
が

支
給

義
務

を
引

き
継

い
で

い
る

厚
生

年
金

基
金

の
名

称

企
業

年
金

連
合

会
が

(Ａ
)欄

の
厚

生
年

金
基

金
か

ら
引

き
継

い
だ

脱
退

一
時

金
相

当
額

等
の

算
定

基
礎

期
間

等
の

開
始

日
及

び
終

了
日

企
業

年
金

連
合

会
か

ら
確

定
給

付
企

業
年

金
へ

移
換

で
き

る
年

金
給

付
等

積
立

金
等

の
額

（
概

算
）

平
成

2
5
年

改
正

法
附

則
第

5
8
条

第
1
項

及
び

第
5
5
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
り

、
企

業
年

金
連

合
会

か
ら

下
記

の
確

定
給

付
企

業
年

金
へ

積
立

金
及

び
年

金
給

付
等

積
立

金
等

の
移

換
を

申
し

出
ま

す
。

(　
　

　
　

　
　

－
　

　
　

　
　

　
－

　
　

　
　

　
)

住
所

電
話

番
号

基
礎

年
金

番
号

生
年

月
日

氏
名

確
定

給
付

企
業

年
金

（
移

換
先

）
の

確
認

欄
加

入
者

の
資

格
取

得
年

月
日

を
確

認
し

ま
し

た
。

企
業

年
金

連
合

会
が

支
給

義
務

を
引

き
継

い
で

い
る

確
定

給
付

企
業

年
金

の
名

称

　
さ

れ
て

い
る

内
容

に
相

違
が

あ
る

場
合

は
、

訂
正

し
て

く
だ

さ
い

。

　
な

お
、

訂
正

し
た

場
合

は
、

証
明

す
る

書
類

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

中
途

脱
退

者
等

積
立

金
、

年
金

給
付

等
積

立
金

等
移

換
申

出
書

(本
人

申
出

)

＊
基

本
項

目
の

「
基

礎
年

金
番

号
」

､
「

氏
名

」
､
「

生
年

月
日

」
､
「

性
別

」
欄

に
お

い
て

、
あ

ら
か

じ
め

記
載

年
  

  
 　

  
  

月
  

　
  

  
  

 日

確
定
給
付

企
業
年
金
用

都
道

市
区

府
県

町
村

郡



 



 

様式第14号

件

件

事業主又は企業年金基金の名称及び所在地

代表者又は理事長名

第 　　　　       　号
規約番号又は基金番号

中途脱退者脱退一時金相当額移換通知取消・訂正届

　中途脱退者脱退一時金相当額移換通知に係る取消・訂正を届け出ます。

取消件数

訂正件数

西暦　　　　 年 　   月 　   日

 

 



 

 



 



 

様式第１６号 

 

 

 

 

終了制度加入者等残余財産移換通知書 

 

 

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正す

る法律（平成２５年法律第６３号）附則第４７条第１項の規定により、添付の終了制

度加入者等から残余財産の企業年金連合会への移換の申出を受けましたので通知しま

す。 

 

 

申出件数            件 

 

移換金額    合計         円 

 

 

 

西暦      年   月   日 

 

 

規約番号又は基金番号 

第      号 

 

住所 

 

 

事業所名称又は基金名称 

事業主名称又は精算人名 

 

 

                                     

 

 

企業年金連合会理事長 殿 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１７号 

 

 

 

企年連発第   号 

 

 

終了制度加入者等残余財産移換通知受理書 

 

 

清算人名            殿 

 

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する 

法律（平成 25年法律第 63号）附則第４７条第１項の規定による残余財産移換申出のあっ

た終了制度加入者等に係る移換通知書を受理しましたので、下記残余財産を当月末までに 

当連合会あてに移換してください。 

 

記 

 

規約番号又は基金番号 第      号  

項目 

性別 
件  数 通算企業年金額 

残余財産の額 

（うち、事務費） 

男 子 

 

 

 

  

 

（         ） 

女 子 

 

 

 

  

 

（         ） 

合 計 

 

 

 

  

 

（         ） 

 

 

      年   月   日 

 

企業年金連合会 

理事長 

 

                                      

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


